
はじめに

乗合バス事業を取り巻く環境は少子・高齢化に伴う都市構造、社会構造の変

化や、交通手段の多様化等に伴い、輸送人員は年々減少傾向にあり厳しい経営

環境におかれています。このような中で規制緩和による「官から民への流れ」

の中、高コスト・慢性的赤字体質という批判を受け公営バス事業の役割はもう

終わったという意見も聞きます。

このような情勢を踏まえ、これまでのバス事業の経営を見直し、より一層の

合理性と経営の効率化をはかるために「公営バス事業の役割(意義)とこれから

のあり方」について平成１６年１０月に研究会を設置し、検討を重ねてまいり

ました。

平成１７年９月には「第１部経営健全化に向けた取組」において公営バス事

業の経営健全化への取組、効率化の推進についての審議結果と、併せて各都市

における経営改善事例の報告を取りまとめ「公営バス経営健全化事例」として

中間報告書を作成し配布したところです。

平成１７年１０月からは各会員都市に行ったアンケート調査の集計結果を分

析し、各都市が取り組んでいるバス活性化方策、取組、公営バス事業のこれか

らのあり方等について審議を行い、その結果をとりまとめたものが本報告書で

す。

いうまでもなく、公営バス事業の意義・役割は、通勤・通学・買物等の日常

生活の移動手段として、また、私的交通手段を自ら利用することができない高

齢者等の交通弱者の移動手段として、公営企業の使命を遂行し、さらに、急激

な高齢化社会の到来への対応や身体障害者等の社会参加の促進への対応、大気

汚染防止対策、交通混雑・交通事故対策、省エネルギー対策への寄与など、ま

ちづくり諸施策との有機的な関連において、公営企業本来の目的である公共の

福祉の増進に寄与することです。

各都市において、公営バスの永い歴史の中でそもそも公営バス事業が開始さ

れた原点に立ち返りその役割、存在意義を今一度見つめ直すことが必要です。

我が国においてもこれからのバス事業は市場原理では成り立たなくなると言

われています。そのためにも、中間報告にあるように経営健全化に努め、一定

の限界はありますが、市民の合意を得た財政支援を受けながら、安定的な事業

の継続を図って行く必要があります。さらに、本報告書の事業の活性化への取

組状況、これからのあり方も参考に、地方公営企業としての原点である「廉価

で良質なサービスの提供」ができる事業を目指し、また、市民、利用者から信

頼され支持される事業として改善、改革への取組がなされ、公営バス事業とし

て存続、維持されることを期待するものです。



これまでの研究会において、ご多忙の中熱心にご審議に参加いただいた鈴木

文彦先生をはじめ委員の皆様、及びアンケート調査等でご協力いただいた各会

員都市の皆様方に改めて謝意を表するものです。

どうかこの報告書が各都市において今後の事業の活性化、経営の健全化等の

取組に参考資料としてご活用されることを期待いたします。

平成１８年８月

社団法人公営交通事業協会

理事・事務局長 石橋孝雄
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